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    第１章 総則 
 （趣旨） 
第１条 この学則は，国立大学法人法（平成15年法律第112号）に基づき設置される国立大学法人

富山大学（以下「本法人」という。）及び本法人によって設置される富山大学（以下「本学」と



いう。）の組織，運営，教学等について，必要な事項を定めるものとする。 
 （事務所） 
第２条 本法人は，主たる事務所を富山県富山市五福3190番地に置く。 

 （目的） 

第３条 本学は，地域と世界に向かって開かれた大学として，人文社会科学，自然科学，生命科

学を総合した特色ある国際水準の教育及び研究を行い，人間尊重の精神を基本に高い使命感と

創造力のある人材を育成し，地域と国際社会に貢献するとともに，科学，芸術文化，人間社会

と自然環境との調和的発展に寄与することを目的とする。 

（教育研究上の目的） 

第３条の２ 人材の養成に関する目的，その他の教育研究上の目的は，学部，学科又は課程に

おいて別に定める。 

 （自己評価等） 

第４条 本学は，その教育研究水準の向上を図り，前条の目的及び社会的使命を達成するため，

本学における教育研究活動等の状況について自ら点検評価を行い，その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   第２章 教育研究組織等 

 （学部及び学科又は課程） 

第５条 本学に，次の学部及び学科又は課程（以下「学部等」という。）を置く。 

 人文学部  人文学科 

 教育学部  共同教員養成課程 

 経済学部  経済経営学科 

 理学部   理学科 

 医学部   医学科，看護学科 

 薬学部   薬学科，創薬科学科 

 工学部   工学科 

 芸術文化学部 芸術文化学科 

都市デザイン学部 地球システム科学科，都市・交通デザイン学科，材料デザイン工学科 

２ 第１項に規定する教育学部共同教員養成課程は，第60条の２第１項の規定に基づき金沢大学

と共同で教育課程を編成する。 

３ 学部等に関する事項は，別に定める。 

 （収容定員） 

第６条 学部等の収容定員は，別表第１のとおりとする。 

 （学部等の教員組織） 

第７条 学部は，教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとす

る。 

２ 学部等の教員組織に関する事項は，別に定める。 

 （授業科目の担当） 



第７条の２ 主要授業科目は，原則として基幹教員が，主要授業科目以外の授業科目はなるべく

基幹教員が担当するものとする。 

２ 各授業科目について，当該授業科目を担当する教員以外の教員，学生その他大学が認める者

（以下「指導補助者」という。）に補助させることができ，また，十分な教育効果を上げること

ができると認められる場合は，当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき，指導補助者

に授業の一部を分担させることができる。 

（教養教育院） 

第７条の３ 本学に，教養教育院を置く。 

２ 教養教育院に関する事項は，別に定める。 

 （大学院） 

第８条 本学に，大学院を置く。 

２ 大学院に関する事項は，別に定める。 

 （附置研究所） 

第９条 本学に，附置研究所として，和漢医薬学総合研究所を置く。 

２ 和漢医薬学総合研究所に関する事項は，別に定める。 

 （附属病院） 

第10条 本学に，附属病院を置く。 

２ 附属病院に関する事項は，別に定める。 

 （附属図書館） 

第11条 本学に，附属図書館を置く。 

２ 附属図書館に関する事項は，別に定める。 

 （機構） 

第11条の２ 本学に，次の機構を置く。 

 教育・学生支援機構 

 研究推進機構 

 地域連携推進機構 

 国際機構 

２ 機構に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学内共同教育研究施設） 

第12条 本学に，学内共同教育研究施設として，次の施設を置く。 

 総合情報基盤センター 

 環境安全推進センター 

 自然観察実習センター 

２ 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

（学外との連携による教育研究施設） 

第12条の２ 本学に，学外との連携による教育研究施設を置く。  

施設名 連携先機関 

先進軽金属材料国際研究機構 熊本大学 



２ 学外との連携による教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

 （保健管理センター） 

第13条 本学に，保健管理センターを置く。 

２ 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。 

 （附属学校） 

第14条 本学に，次の附属学校を置く。 

 教育学部附属幼稚園 

 教育学部附属小学校 

 教育学部附属中学校 

 教育学部附属特別支援学校 

２ 附属学校に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学部附属教育研究施設） 

第15条 学部に，次の附属教育研究施設を置く。 

 教育学部附属教育研究実践総合センター 

 薬学部附属薬用植物園 

２ 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

 （附置研究所附属教育研究施設） 

第16条 和漢医薬学総合研究所に，附属教育研究施設として，和漢医薬教育研修センター及び民

族薬物資料館を置く。 

２ 附置研究所附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

（学術研究部） 

第17条 本法人に，学術研究部を置き，次の学系を置く。 

人文科学系 

 教育学系 

 社会科学系 

 理学系 

 都市デザイン学系 

 工学系 

 医学系 

 薬学・和漢系 

 芸術文化学系 

 教養教育学系 

 教育研究推進系 

２ 学術研究部に関する事項は，別に定める。 

 （事務局） 

第18条 本法人に，事務局を置く。 

２ 事務局に関する事項は，別に定める。 

 



   第３章 職員組織等 

 （役員） 

第19条 本法人に，役員として，学長，理事７人以内及び監事２人を置く。 

第20条 学長は，学校教育法（昭和22年法律第26号）第92条第３項に規定する職務を行うととも

に，本法人を代表し，その業務を総理する。 

２ 理事は，学長の定めるところにより，学長を補佐して本法人の業務を掌理し，学長に事故が

あるときはその職務を代理し，学長が欠員のときはその職務を行う。 

３ 監事は，本法人の業務を監査する。 

４ 役員に関し必要な事項は，別に定める。 

 （職員） 

第21条 本法人に，教育職員，事務職員，技術職員その他必要な職員を置く。 

２ 職員に関し必要な事項は，別に定める。 

（特命理事） 

第21条の２ 本法人に，経営上必要と認めた場合，特命理事を置くことができる。 

２ 特命理事は，学長を補佐し，命を受けて本法人の業務をつかさどる。 

３ 特命理事に関し必要な事項は，別に定める。 

（学術研究部長） 

第22条 学術研究部に，学術研究部長を置く。 

２ 学術研究部長は，学長をもって充てる。 

（学系長） 

第23条 学系に，学系長を置く。 

２ 学系長は，学術研究部長の命を受け，当該学系の運営に関する業務をつかさどる。 

３ 学系長は，学系の教授をもって充てる。 

４ 学系長に関し必要な事項は，別に定める。 

 （副学系長） 

第24条 学系に，副学系長を置くことができる。 

２ 副学系長は，学系長の命を受け，学系長の職務を補佐し，学系長に事故があるときはその職

務を代理する。 

３ 副学系長は，学系の教授をもって充てる。 

４ 副学系長に関し必要な事項は，別に定める。 

 （副学長） 

第25条 本学に，副学長を置く。 

２ 副学長は，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる。 

３ 副学長は，理事又は職員をもって充てる。 

４ 副学長に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学長特別補佐） 

第26条 本学に，学長特別補佐を置くことができる。 

２ 学長特別補佐は，学長の命を受け，特定の業務を総括整理する。 



３ 学長特別補佐に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学長補佐） 

第27条 本学に，学長補佐を置くことができる。 

２ 学長補佐は，学長の命を受け，その業務を掌理する。 

３ 学長補佐に関し必要な事項は，別に定める。 

（学長特命補佐） 

第27条の２ 本学に，学長特命補佐を置くことができる。 

２ 学長特命補佐は，学長の命を受け，専門的知見に基づき，特定の事項について学長を補佐す

る。 

３ 学長特命補佐に関し必要な事項は，別に定める。 

 （理事補佐） 

第27条の３ 本学に理事補佐を置くことができる。 

２ 理事補佐は，理事の職務を補佐する。 

３ 理事補佐に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学部長） 

第28条 学部に，学部長を置く。 

２ 学部長は，学長の命を受け，当該学部の運営に関する校務をつかさどる。 

３ 学部長は，学部に配置する教授をもって充てる。 

４ 学部長に関し必要な事項は，別に定める。 

 （副学部長） 

第29条 学部に，副学部長を置くことができる。 

２ 副学部長は，学部長の命を受け，学部長の職務を補佐し，学部長に事故があるときはその職

務を代理する。 

３ 副学部長は，学部に配置する教授をもって充てる。 

４ 副学部長に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学科長） 

第30条 学科に，学科長を置くことができる。 

２ 学科長は，学部長の命を受け，当該学科の運営に関し，総括し，調整する。 

３ 学科長は，学科に配置する教授をもって充てる。 

４ 学科長に関し必要な事項は，別に定める。 

（教養教育院長） 

第30条の２ 教養教育院に，院長を置く。 

２ 教養教育院長は，学長の命を受け，教養教育院の運営に関する校務をつかさどる。 

 （和漢医薬学総合研究所長） 

第31条 和漢医薬学総合研究所に，所長を置く。 

２ 和漢医薬学総合研究所長は，学長の命を受け，和漢医薬学総合研究所の運営に関する校務を

つかさどる。 

 （附属病院長） 



第32条 附属病院に，病院長を置く。 

２ 附属病院長は，学長の命を受け，附属病院の運営に関する校務をつかさどる。 

 （附属図書館長） 

第33条 附属図書館に，館長を置く。 

２ 附属図書館長は，学長の命を受け，附属図書館の運営に関する校務をつかさどる。 

 （機構長） 

第33条の２ 機構に，機構長を置く。 

２ 機構長は，学長の命を受け，機構の運営に関する校務をつかさどる。 

 （学内共同教育研究施設等の長） 

第34条 学内共同教育研究施設及び保健管理センター（次項において「施設等」という。）に，

長を置く。 

２ 施設等の長は，学長の命を受け，その所掌する施設に関する事項を掌理する。 

（学外との連携による教育研究施設の長） 

第34条の２ 学外との連携による教育研究施設に，長を置く。 

２ 学外との連携による教育研究施設の長は，所属する学長の命を受け，その所掌する

施設に関する事項を掌理する。 

 （附属学校の長） 

第35条 附属学校に，校長（幼稚園にあっては園長）を置く。 

２ 附属学校の校長及び園長は，教育学部長の命を受け，その学校又は園に関する事項を掌理す

る。 

 （学部附属の教育研究施設の長） 

第36条 学部附属の教育研究施設に，長を置く。 

２ 前項の教育研究施設の長は，当該学部長の命を受け，その施設に関する事項を掌理する。 

 （附置研究所附属の教育研究施設の長）  

第37条 附置研究所附属の教育研究施設に，長を置く。  

２ 前項の教育研究施設の長は，当該研究所長の命を受け，その施設に関する事項を掌理する。 

 

   第４章 運営組織 

 （役員会） 

第38条 本法人に，本法人の重要事項を審議するための機関として，役員会を置く。 

２ 役員会に関し必要な事項は，別に定める。 

 （経営協議会） 

第39条 本法人に，本法人の経営に関する重要事項を審議するための機関として，経営協議会を

置く。 

２ 経営協議会に関し必要な事項は，別に定める。 

 （教育研究評議会） 

第40条 本法人に，本学の教育研究に関する重要事項を審議するための機関として，教育研究評

議会を置く。 



２ 教育研究評議会に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学長選考・監察会議） 

第41条 本法人に，学長の選考等を行う機関として，学長選考・監察会議を置く。 

２ 学長選考・監察会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学術研究部会議） 

第42条 学術研究部に，所属する教育職員に関する事項等を審議するため，学術研究部会議を置

く。 

２ 学術研究部会議に関し必要な事項は，別に定める。 

（学系会議） 

第43条 学系に，所属する教育職員に関する事項等を審議するため，学系会議を置く。 

２ 学系会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 （教授会） 

第44条 学部，教養教育院及び附置研究所に，教育研究に関する事項を審議するため，教授会を

置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

 （委員会） 

第45条 本法人に，必要に応じ各種委員会を置く。 

２ 委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

 （会計規則） 

第46条 本法人の資産，予算，決算その他会計に関する事項は，別に定める。 

 （その他） 

第47条 その他本学の運営組織に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   第５章 教学及び学生 

    第１節 学年，学期及び休業日 

 （学年） 

第48条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第49条 学年を次の２学期に分ける。 

 前学期 ４月１日から９月30日まで 

 後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

２ 前項に規定する各学期は，前半及び後半に分けることができる。この場合において，前学期

の前半を第１ターム，後半を第２ターム，後学期の前半を第３ターム，後半を第４タームと

する。 

 （休業日） 

第50条 学年中の定期休業日は，次のとおりとする。 

 (１) 日曜日及び土曜日 

 (２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 



 (３) 開学記念日 10月１日 

 (４) 春季休業      

 (５) 夏季休業  

 (６) 冬季休業    

２ 前項第４号から第６号までに規定する休業日については，学長が別に定める。 

３ 学長は，第１項に定めるもののほか，臨時の休業日を定めることができる。 

４ 学長が必要と認める場合は，休業日に授業を行うことができる。 

 

    第２節 修業年限及び在学期間 

 （修業年限） 

第51条 本学の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科及び薬学部薬学科の修業年限

は，６年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，医学部医学科の第２年次に編入学した者の修業年限は５年，その

他の学部学科の第３年次に編入学した者の修業年限は２年とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入

学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したものと認められ

るときは，修得した単位数その他の事項を勘案して，学部が認める期間を修業年限に通算する

ことができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を超えてはならない。 

 （在学期間） 

第52条 本学の在学期間は，修業年限の２倍を超えることができない。 

２ 医学部医学科及び薬学部薬学科の在学期間は，第１年次及び第２年次，第３年次及び第４年

次，第５年次及び第６年次のそれぞれについて，通算して４年（医学部医学科の第２年次編入

学者の第２年次は，２年）を超えて在学することができない。ただし，特別の理由がある場合

は，通算して在学期間12年（医学部医学科の第２年次編入学者は，10年）を限度とし，各期間

の延長を認めることができる。 

３ 薬学部創薬科学科の在学期間は，第１年次及び第２年次，第３年次及び第４年次のそれぞれ

について，通算して４年を超えて在学することができない。ただし，特別の理由がある場合

は，通算して在学期間８年を限度とし，各期間の延長を認めることができる。 

 

    第３節 入学 

 （入学の時期） 

第53条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，再入学，編入学及び転入学については，学

期の始めとすることができる。 

 （入学資格） 

第54条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

 (１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

 (３) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科



学大臣の指定したもの 

 (４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

 (５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める

日以降に修了した者 

 (６) 文部科学大臣の指定した者 

 (７) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規

程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(８) 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，高等学校卒業程度認

定審査規則（令和４年文部科学省令第18号）による高等学校卒業程度認定審査に合格した

者 

 (９) 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学における教育

を受けるにふさわしい学力があると本学が認めたもの 

 (10) 本学において個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，18歳に達したもの 

 （入学の出願） 

第55条 本学への入学を志願する者は，所定の期日までに，入学願書に検定料及び別に定める書

類を添えて願い出なければならない。 

 （入学者の選考） 

第56条 本学への入学を志願する者に対しては，入学者受入れの方針に基づき選考を行うものと

し，選考の方法は別に定める。 

２ 前項の選考による合格者の決定は，当該教授会の意見を聴いて，学長が行う。 

 （入学手続及び入学許可） 

第57条 入学者の選考に合格し本学に入学することを希望する者は，所定の期日までに，所定の

書類を提出するとともに，入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者（第90条による入学料の免除又は徴収猶予の申請が受

理された者を含む。）に入学を許可する。 

 （再入学，編入学及び転入学） 

第58条 学長は，次の各号の一に該当する者があるときは，学部の定めるところにより，当該教

授会の意見を聴いて，相当年次に入学を許可することができる。 

 (１) 本学を退学又は第77条第５号により除籍した者で，当該学部学科に再入学を志願する

もの 

 (２) 大学を卒業又は退学した者で，本学に編入学を志願するもの 

 (３) 他の大学に在学する者で，本学に転入学を志願するもの 

 (４) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で，本学に編入学を志願するもの 

 (５) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基

準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限る。）



で，本学に編入学を志願するもの 

 (６) 高等学校，中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程（修業年

限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修

了した者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限る。）で，本学に編入学を志願する

もの 

 (７) 外国において，学校教育における14年以上の課程（日本における通常の課程による学

校教育の期間を含む。）を修了した者で，本学に編入学を志願するもの 

 (８) 第54条の規定による入学資格を有し，かつ，外国の短期大学を卒業した者及び外国の短

期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者

で，本学に編入学を志願するもの 

 (９) 第54条の規定による入学資格を有し，かつ，我が国において，外国の大学又は短期大学

の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ

って，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で，本学に転入学を志願

するもの 

２ 前項の規定にかかわらず，医学部医学科の第２年次に編入学することのできる者は，次の各

号の一に該当する者とする。 

  (１) 大学を卒業した者（医学を履修する課程を卒業した者を除く。） 

 (２) 学校教育法第104条第７項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から

学士の学位を授与された者 

 (３) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者（学校教育における15年の課

程を修了し，学士の学位に相当する学位を取得したと大学において認めた者を含む。） 

３ 前２項の規定により再入学，編入学及び転入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在

学期間の通算等の取扱いについては，学部において別に定める。 

 （再入学等の志願手続，選考及び入学手続等） 

第59条 再入学，編入学及び転入学の志願手続，選考及び入学手続等は，第55条から第57条までの

規定を準用する。 

 

    第４節 教育課程及び履修方法等 

 （教育課程，授業期間，授業科目の内容，単位数及び履修方法） 

第60条 本学は,卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき，必要な授

業科目を開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く

深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとす

る。 

３ 学部等及び教養教育院における授業期間，授業科目の内容，単位数及び履修方法は，別に定

める。 

（共同教育課程の編成） 



第60条の２ 本学は，学部等の教育上の目的を達成するために必要があると認めるときは，前条

の規定にかかわらず，他の大学が開設する授業科目を本学の教育課程の一部とみなして，他の

大学と共同でそれぞれの大学ごとに同一内容の教育課程（以下「共同教育課程」という。）を

編成するものとする。ただし，共同教育課程を編成する大学（以下「構成大学」という。）

は，それぞれ共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとす

る。 

２ 共同教育課程を編成及び実施するため，構成大学間において，協議の場を設けるものとす

る。 

（履修科目の登録の上限） 

第60条の３ 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が

修得すべき単位数について，学生が１年間，１学期又は１タームに履修科目として登録するこ

とができる単位数の上限は，学部において別に定める。 

２ 学部は，別に定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生について

は，次の１年間，１学期又は１タームに，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認める

ことができる。 

 （授業の方法等） 

第61条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 学部等及び教養教育院において，教育上有益と認めるときは，文部科学大臣が別に定めると

ころにより，前項の授業を，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の

場所で履修させることができる。 

３ 学部等及び教養教育院は，第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の

規定により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ

る場合についても，同様とする。 

４ 卒業に必要な所定の単位数のうち，第２項及び第３項に規定する授業の方法により修得する

単位数は，60単位を超えないものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず，卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において，当

該単位数のうち，第１項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは，第２項

に規定する授業の方法により修得する単位数は，60単位を超えることができるものとする。 

 （成績評価基準等の明示等） 

第61条の２ 学部等及び教養教育院は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに1年間の授業

の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 学部等及び教養教育院は，学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては，客観性及

び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に

したがって適切に行うものとする。 

 （組織的な研修等） 

第61条の３ 本学は，教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため，その教員及び事務職

員等に必要な知識及び技能を習得させ，並びにその能力及び資質を向上させるための研修（次



項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うもの

とする。 

２ 学部等，教養教育院及び教育・学生支援機構は，授業の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 学部等，教養教育院及び教育・学生支援機構は，指導補助者（教員を除く。）に対し，必要

な研修を行うものとする。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第62条 学生が職業を有している等の事情により，第51条に規定する修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し，卒業することを申し出たときは，当該学部の定めるところ

によりその計画的な履修を認めることができる。 

 （他の学部の授業科目の履修等） 

第63条 学部において，教育上有益と認めるときは，他の学部との協議に基づき，学生が当該学

部において履修した授業科目について修得した単位を，教育課程修了に要する修得単位として

認定することができる。 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第64条 本学が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学又は短期大学において履修した授業

科目について修得した単位（休学中に修得した単位を含む。）を，60単位（授業時間の履修をもっ

て単位の修得に代える授業科目については，60単位に相当する授業時間数をいう。以下同じ。）

を超えない範囲で，学部の定めるところにより，本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

２ 本学が教育上有益と認めるときは，学生が外国の大学又は短期大学において履修した授業科

目について修得した単位（休学中に修得した単位を含む。）及び外国の大学又は短期大学の教育

課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，

文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して

修得した単位を，学部の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。この場合において，修得したものとみなすことができる単位数は前項

の規定により修得したものとみなす単位数と合せて60単位を超えないものとする。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第65条 本学が教育上有益と認めるときは，学生の短期大学又は高等専門学校の専攻科における

学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，学部

の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は，前条の規定により修得したものとみなす

単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第66条 本学が教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に他の大学等において履修

した授業科目について修得した単位（大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第31条第１項に

定める科目等履修生として修得した単位を含む。）を，本学に入学した後の本学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 



２ 本学が教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する

学修を，本学における授業科目の履修とみなし，学部の定めるところにより単位を与えること

ができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし与えることのできる単位数は，編入学，転学等の

場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第64条及び前条第１項の規定

により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

 （単位計算方法） 

第67条 各授業科目の単位数は，１単位の授業時間を45時間の学修を必要とする内容をもって構

成することを標準とし，次の基準によるものとする。 

 (１) 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。 

 (２) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業

をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業につい

ては，別に定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

２ 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により

行う場合の単位数を計算するに当たっては，前項に規定する基準を考慮し，その組み合わせに

応じ学部及び教養教育院が定めるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これ

らの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，これらに必要な

学修を考慮して，単位数を定めることができる。 

 （単位の授与） 

第68条 授業科目を履修し，試験その他別に定める適切な方法により学修の成果を評価し合格し

た者には，所定の単位を与える。 

 （成績） 

第69条 授業科目の成績は，秀，優，良，可及び不可の評語をもって表し，秀，優，良及び可を

合格とする。ただし，学部及び教養教育院が必要と認める場合は，認，合格及び不合格の評

語を用いることができる。 

２ 前項に掲げるもののほか，成績に関し必要な事項は，別に定める。 

 

    第５節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍 

 （休学） 

第70条 疾病その他の理由により引き続き２か月以上修学することができない者は，医師の診断

書又は詳細な理由書を添え，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

２ 前項の場合，学長は，当該教授会の意見を聴いて，これを許可する。 

３ 学長は，疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，休学を命ずる

ことができる。 

 （休学期間） 

第71条 引き続いて休学できる期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由がある場合は，１



年を限度として，休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は，通算して４年を超えてはならないものとする。 

３ 休学期間は，第51条に規定する修業年限及び第52条に規定する在学期間に算入しない。 

 （復学） 

第72条 休学している者が，復学する場合は，学長の許可を受けなければならない。 

２  前項の場合，学長は，当該教授会の意見を聴いて，これを許可する。 

 （他の大学への転学等） 

第73条 他の大学への入学又は転入学をしようとする者は，あらかじめ学部長の許可を受けなけ

ればならない。 

 （転学部・転学科） 

第74条 学長は，他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た者があるときは，当該

教授会の意見を聴いて，許可することができる。 

 （留学） 

第75条 外国の大学（短期大学を含む。）に留学しようとする者は，学長の許可を受けなければ

ならない。 

２ 前項の場合，学長は，当該教授会の意見を聴いて，これを許可する。 

３ 第１項の規定により許可を受けて留学した期間は，当該教授会の意見を聴いて，第51条に規

定する修業年限に算入することができる。 

 （退学） 

第76条 本学を退学しようとする者は，学長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の場合，学長は，当該教授会の意見を聴いて許可する。 

３ 学長は，学業不振で成業の見込みがないと認められたときには，当該教授会の意見を聴い

て，退学を命ずることができる。 

 （除籍） 

第77条 学長は，次の各号の一に該当する者があるときは，当該教授会の意見を聴いて，除籍す

ることができる。 

 (１) 第52条に規定する在学期間を超えた者 

 (２) 第71条第１項及び第２項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 

 (３) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた者のうち，所定の期間内に納付すべき入

学料を納付しない者 

 (４) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた者のうち，所定の期間内に納付すべき入学

料を納付しない者 

 (５) 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者 

 (６) 長期間にわたり行方不明の者 

 

    第６節 卒業及び学位の授与 

 （卒業の認定） 

第78条 本学に修業年限以上在学し，所定の単位を修得した者は，当該教授会の意見を聴いて，



学長が卒業を認定する。 

２ 卒業を認定する時期は，原則として学年末とする。 

 （学位の授与） 

第79条 卒業した者に，学士の学位を授与する。 

２ 学士の学位については，別に定める。 

 

    第７節 教員免許状 

 （教員免許状） 

第80条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24年法律

第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修

得しなければならない。 

２ 本学の学部の学科又は課程において前項の所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別

表第２のとおりとする。 

 

    第８節 賞罰 

 （表彰） 

第81条 学長は，表彰に値する行為があったと認められる学生については，表彰することができ

る。 

 （懲戒） 

第82条 学長は，本学が定める規則等に違反し又は学生としての本分に反する行為があったと認め

られる学生については，当該教授会の意見を聴いた上で，教育研究評議会の議を経て懲戒する。 

２ 懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。 

３ 前項による退学は，次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。 

 (１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (２) 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学の期間が30日を超えるときは，その期間は第52条に規定する在学期間に算入し，第51条

に規定する修業年限には算入しない。 

 

    第９節 寄宿舎 

 （寄宿舎） 

第83条 本学に，寄宿舎を置く。 

２ 寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。 

 

    第10節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生 

 （研究生） 

第84条 特定の研究事項について本学での研究を志願する者があるときは，教育研究に支障のな

い限り，当該教授会で選考の上，研究生として入学を許可することができる。 

 （科目等履修生） 



第85条 本学が開設する授業科目の一又は複数について履修を志願する者があるときは，教育に

支障がない限り，当該教授会で選考の上，科目等履修生として入学を許可することができる。 

 （特別聴講学生） 

第86条 他の大学等に在学している者が本学での授業科目の履修を希望する場合は，当該大学との

協議に基づき，特別聴講学生として本学に受け入れることができる。 

 （外国人留学生） 

第87条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に留学を志願する者が

あるときは，選考の上，外国人留学生として入学を許可することができる。 

 （その他） 

第88条 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生に関し必要な事項は，別に定め

る。 

 

   第６章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

 （検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第89条 本学の検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，別に定める。 

（検定料の免除） 

第89条の２ 特別な事情等により検定料の納付が著しく困難であると認められる者につ

いては，本人の申請により，検定料を免除することができる。 

２ 検定料の免除に必要な事項は，別に定める。 

 （入学料の免除及び徴収猶予） 

第90条 特別な事情等により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については，本人

の申請により，入学料を免除し又は入学料の徴収を猶予することができる。 

２ 入学料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は，別に定める。 

 （授業料の納付） 

第91条 授業料は，年度を前学期，後学期の２学期に分け，それぞれ年額の２分の１に相当する

額を，指定する期日までに納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，学生から申出があったときは，前学期に係る授業料を徴収すると

きに，当該年度の後学期に係る授業料を併せて徴収することができる。 

３ 入学年度の前学期又は前学期及び後学期に係る授業料については，第１項の規定にかかわら

ず，入学を許可された者から申出があったときには，入学の手続を行うときに徴収することが

できる。 

４ 長期履修，休学，復学及び退学等が認められた場合の授業料の納付については，別に定め

る。 

 （授業料の免除及び徴収猶予） 

第92条 学業成績が優秀で，かつ，特別な事情等により授業料の納付が著しく困難であると認め

られる者については，本人の申請により，授業料の全額若しくはその一部を免除し，又は授業

料の徴収を猶予することができる。 

２ 前項に定めるもののほか，学長が特に必要があると認めるときは，別に定めるところによ



り，授業料の全額又はその一部を免除することができる。 

３ 授業料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は，別に定める。 

 （授業料等の不徴収） 

第93条  特別聴講学生等の検定料，入学料及び授業料は，他大学との協定に基づき，不徴収とす

ることができる。 

 （寄宿料の免除） 

第94条 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難であると認められる

ときは，寄宿料を免除することができる。 

２ 寄宿料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

 （納付した授業料等） 

第95条 既納の検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，返還しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，学長が特に必要があると認めた場合にあっては，納付した者の申出

により授業料等相当額を返還するものとする。 

３ 前項の取扱いについて必要な事項は，別に定める。 

 

   第７章 関連教育病院 

 （関連教育病院） 

第96条 本学の医学部における臨床教育の充実を図るための関連教育病院を必要に応じて定め，

当該病院において，専門科目に必要な臨床実習の一部を学生に行わせるものとする。 

２ 関連教育病院に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   第８章 公開講座 

 （公開講座） 

第97条 本学の教育・研究を広く社会に開放し，地域社会の教育文化の向上に資するため，本学

が主催する公開講座を開設することができる。 

２ 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 
 
     附 則 

１ この学則は，平成 17年 10月１日から施行する。 

２ 本法人は，国立大学法人法の一部を改正する法律（平成 17年度法律第 49号）（以下「改正

法」という。）附則第 10条第１項の規定に基づき，本法人成立の際現に改正前の国立大学法人

法別表第一に規定する国立大学法人高岡短期大学が設置する高岡短期大学に在学する学生が当

該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため短

期大学として，高岡短期大学部を設置する。 

３ 高岡短期大学部は，前項に規定する学生が在学しなくなる日において廃止するものとする。 

４ 高岡短期大学部に必要な事項は，国立大学法人富山大学高岡短期大学部学則（平成 17 年

10月１日制定）の定めるところによる。 

５ 改正法附則第 11 条の規定に基づき，本法人成立の際現に改正前の国立大学法人法別表第一



に規定する国立大学法人富山大学及び国立大学法人富山医科薬科大学がそれぞれ設置する大学

（以下「旧富山大学及び旧富山医科薬科大学」という。）に在学する者は，当該大学を卒業す

るため必要であった教育課程の履修を本学において行うものとし，旧富山大学及び旧富山医科

薬科大学の学則等を適用する。 

６ 旧富山大学学則（平成 16年４月１日制定）第６条第１項に規定する教育学部は，この学則

第５条第１項の規定にかかわらず，平成 17年９月 30日に当該学部に在学する者が当該学部に

在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

   附 則 

１ この学則は，平成 18年４月 1日から施行する。 

２ 人文学部，人間発達科学部，薬学部及び芸術文化学部の収容定員は，改正後の第６条 別表

第１の規定にかかわらず，平成 18年度から平成 22年度までは，次のとおりとする。 

学 部 学 科 
収  容  定  員 

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

人文学部 
人文学科 １８５ ３７０ ５６５ ７６０      ７６０ 

計 １８５ ３７０ ５６５ ７６０      ７６０ 

人間発達科学部 

発達教育学科 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０ 

人間環境ｼｽﾃﾑ学

科 
９０ １８０ ２７０ ３６０ ３６０ 

計 １７０ ３４０ ５１０ ６８０ ６８０ 

薬学部 

薬学科 ５５ １１０ １６５ ２２０ ２７５ 

創薬科学科 ５０ １００ １５０ ２００ ２００ 

計 １０５ ２１０ ３１５ ４２０ ４７５ 

芸術文化学部 
芸術文化学科 １１５ ２３０ ３４５ ４６０ ４６０ 

計 １１５ ２３０ ３４５ ４６０ ４６０ 

 

   附 則 

 この学則は，平成 18年 12月 26日から施行する。 

附 則 

 この学則は，平成 19年２月 20 日から施行する。 

附 則 

１ この学則は，平成 19年４月１日から施行する。 

２ 医学部医学科の収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，平成 19年度及

び平成 20年度までは，次のとおりとする。 

 

学 部 学 科 
収  容  定  員 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

医学部 医学科 ５６０ ５６０ ５６０ ５６０ 



 

附 則 

 この学則は，平成 19年 12月 26日から施行する。 

附 則 

１ この学則は，平成 20年４月１日から施行する。 

２ 工学部の収容定員（編入学定員を除く。）は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，

平成 20年度から平成 22年度までは，次のとおりとする。 

工 学 部 

学   科 
収  容  定  員 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

知能情報工学科 ３０６ ３００ ２９４ 

機械知能システム工学科 ３５４ ３５６ ３５８ 

生命工学科 ５２ １０４ １５６ 

環境応用化学科 ５２ １０４ １５６ 

材料機能工学科 ５１ １０２ １５３ 

 

   附 則 

 この学則は，平成 20年７月 22 日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成 21年４月１日から施行する。 

２ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，平

成 21年度から平成 29年度までは，次のとおりとする。 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

 

平成 21 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ５７０ 

平成 22 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ５８０ 

平成 23 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ５９５ 

平成 24 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６０５ 

平成 25 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６１５ 

平成 26 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６２５ 

平成 27 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６２５ 

平成 28 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６２５ 

平成 29 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６２５ 

 

   附 則 

 この学則は，平成 21年４月７日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成 21年 12月１日から施行する。 



   附 則 

１ この学則は，平成 22年４月１日から施行する。 

２ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，平

成 22年度から平成 31年度までは，次のとおりとする。 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

 

平成 22 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ５８５ 

平成 23 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６０５ 

平成 24 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６２０ 

平成 25 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６３５ 

平成 26 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５０ 

平成 27 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

平成 28 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

平成 29 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

平成 30 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６５０ 

平成 31 年度 医学部・医学科 １００ ５ － ６４５ 

 

３ 医学部看護学科の収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，平成 22年度

から平成 24 年度までは，次のとおりとする。 

学 部 学 科 
収  容  定  員 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

医学部 看護学科 ２８０ ３００ ３２０ 

 

４ 人文学部，理学部及び工学部の収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，

平成 22年度は，次のとおりとする。 

学 部 
収容定員 

平成 22 年度 

人文学部 ７５７ 

理学部 ９３４ 

工学部 １，６７０ 

 

   附 則 

 この学則は，平成 23年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成 23年６月 21 日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成 24年６月 26 日から施行する。 



   附 則 

 この学則は，平成 24年８月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は，平成 25年 10月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は，平成 26年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この学則は，平成 27年４月１日から施行する。 
   附 則 

１ この学則は，平成 28年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第 55条の２，第 64 条及び第 75条の規定は，平成 28年度に第１年次に入学した者

から適用し，平成 27 年度以前の入学者並びに当該入学者と同一の年次に転入学，編入学及び

再入学する者については，なお従前の例による。 

   附 則 
 この学則は，平成 28年４月 21 日から施行し，平成 28年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この学則は，平成 28年６月 16 日から施行する。ただし，改正後の第 53条第２項第２号の規定

については，平成 28 年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この学則は，平成 28年 12月１日から施行する。 
 
   附 則 

１ この学則は，平成 30年４月１日から施行する。 

２ 理学部地球科学科並びに工学部電気電子システム工学科，工学部知能情報工学科，工学部機

械知能システム工学科，工学部生命工学科，工学部環境応用化学科及び工学部材料機能工学科

は，改正後の第５条第１項の規定にかかわらず，平成 30年３月 31日に在学する者並びに平成

29年度以前入学者と同一の年次に転入学，編入学及び再入学する者が当該学科に在学しなく

なるまでの間，存続するものとする。 

３ 人文学部，経済学部，理学部，芸術文化学部及び都市デザイン学部の収容定員は，改正後の

第６条別表第１の規定にかかわらず，平成 30年度から平成 32年度までは，次のとおりとす

る。 

学 部 
収  容  定  員 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

人文学部 ７３９ ７２４ ７０９ 

経済学部 １，５７０ １，５００ １，４３０ 

理学部 ８８８ ８４８ ８０８ 

芸術文化学部 ４５５ ４５０ ４４５ 



都市デザイン学部 １４０ ２８０ ４２３ 

 

４ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，平

成 30年度から平成 36年度までは，次のとおりとする。 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

 

平成 30 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

平成 31 年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

平成 32 年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６４５ 

平成 33 年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６３５ 

平成 34 年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６２５ 

平成 35 年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６１５ 

平成 36 年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６０５ 

 
５ 工学部の第３年次編入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわら

ず，平成 30年度から平成 32年度までは，次のとおりとする。 

年度 学部 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

平成 30年度 工学部 ３６５ － ２０ １，６２０ 

平成 31年度 工学部 ３６５ － ２０ １，５８０ 

平成 32年度 工学部 ３６５ － １７ １，５３７ 

 
６ 改正後の第 47 条第２項及び同条第３項の規定は，平成 30 年度に第１年次に入学した者から

適用し，平成 29年度以前の入学者並びに当該入学者と同一の年次に転入学，編入学及び再入学

する者については，なお従前の例による。 

７ 平成 30 年３月 31 日に第２項に規定する学科，経済学部経済学科，経済学部経営学科及び経

済学部経営法学科に在学する者並びに平成 29 年度以前入学者と同一の年次に当該学科に転入

学，編入学及び再入学する者が所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，改正後の第 75条

第２項別表第３の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則 

この学則は，平成 31 年１月 29 日から施行する。 

 

   附 則 

 この学則は，平成31年４月１日から施行する。 

 

   附 則 



 この学則は，令和元年10月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，令

和２年度から令和８年度までは，次のとおりとする。 

 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

令和２年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

令和３年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

令和４年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６４５ 

令和５年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６３５ 

令和６年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６２５ 

令和７年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６１５ 

令和８年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６０５ 

 
３ 令和２年３月31日に人間発達科学部人間環境システム学科に在学する者並びに平成31年度以

前入学者と同一の年次に当該学科に転入学する者が所要資格を取得できる教員の免許状の種類

は，改正後の第80条第２項別表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則 

この学則は，令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は，令和３年４月 20日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

２ 令和３年３月31日に人文学部人文学科に在学する者並びに令和２年度以前入学者と同一の年

次に当該学科に転入学する者が所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，改正後の第80条

第２項別表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 
附 則 

１ この学則は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 人間発達科学部及び理学部生物圏環境科学科は，改正後の第５条第１項の規定にかかわらず，

令和４年３月31日に当該学部及び学科に在学する者が，当該学部及び学科に在学しなくなるま

での間，存続するものとする。 

３ 改正後の第５条第１項の規定は，令和４年度以後に第１年次に入学した者から適用し，令和

３年度以前の入学者並びに当該入学者と同一の年次に転入学，編入学及び再入学する者につい

ては，なお従前の例による。 



４ 人文学部人文学科，教育学部共同教員養成課程，経済学部経済学科昼間主コース，経済学部

経営学科昼間主コース，経済学部経営法学科昼間主コース，理学部数学科，理学部生物学科，

理学部自然環境科学科，薬学部薬学科，薬学部創薬科学科，工学部工学科，都市デザイン学部

都市・交通デザイン学科及び都市デザイン学部材料デザイン工学科の収容定員は，改正後の第

６条別表第１の規定にかかわらず，令和４年度から令和８年度までは，次のとおりとする。 

 

学部 学科・課程 
収容定員 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

人文学部 人文学科 ７１２ ７３０ ７４８ ７６６ ７６６ 

教育学部 共同教員養成課程 ８５ １７０ ２５５ ３４０ ３４０ 

経済学部 経済学科昼間主コース ５０３ ５１８ ５３３ ５４８ ５４８ 

経営学科昼間主コース ４１６ ４２４ ４３２ ４４０ ４４０ 

経営法学科昼間主コース ３５１ ３５８ ３６５ ３７２ ３７２ 

理学部 数学科 １９５ １９０ １８５ １８０ １８０ 

生物学科 １４５ １４８ １５１ １５４ １５４ 

自然環境科学科 １２７ １３２ １３７ １４２ １４２ 

薬学部 薬学科 ３４５ ３６０ ３７５ ３９０ ４０５ 

創薬科学科 １８５ １７０ １５５ １４０ １４０ 

工学部 工学科 １，５０９ １，５２４ １，５３９ １，５５４ １，５５４ 

都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 １７６ １９０ ２０４ ２１８ ２１８ 

材料デザイン工学科 ２４９ ２５４ ２５９ ２６４ ２６４ 

 

５ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，令

和４年度から令和９年度までは，次のとおりとする。 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

令和４年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

令和５年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６４５ 

令和６年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６３５ 

令和７年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６２５ 

令和８年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６１５ 

令和９年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６０５ 

 



６ 令和４年３月31日に人文学部人文学科，人間発達科学部発達教育学科，人間発達科学部人間

環境システム学科，理学部生物圏環境科学科及び芸術文化学部芸術文化学科に在学する者並び

に令和３年度以前入学者と同一の年次に当該学科に転入学する者が所要資格を取得できる教員

の免許状の種類は，改正後の第80条第２項別表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，令

和５年度から令和10年度までは，次のとおりとする。 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

令和５年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

令和６年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６４５ 

令和７年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６３５ 

令和８年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６２５ 

令和９年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６１５ 

令和10年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６０５ 

 

３ 令和５年３月31日に理学部数学科に在学する者及び令和４年度以前入学者と同一の年次に当

該学科に転入学，編入学及び再入学する者が所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，改

正後の第80条第２項別表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則 

 この学則は，令和５年６月15日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 経済学部経済学科，経済学部経営学科及び経済学部経営法学科並びに理学部数学科，理学部

物理学科，理学部化学科，理学部生物学科及び理学部自然環境科学科は，改正後の第５条第１

項の規定にかかわらず，令和６年３月31日に当該学科に在学する者並びに令和５年度以前入学

者と同一の年次に転入学，編入学及び再入学する者が，当該学科に在学しなくなるまでの間，

存続するものとする。 

３ 改正後の第５条第１項の規定は，令和６年度以後に第１年次に入学した者から適用し，令和

５年度以前の入学者並びに当該入学者と同一の年次に転入学，編入学及び再入学する者につい

ては，なお従前の例による。 

４ 経済学部，理学部及び工学部の収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，

令和６年度から令和８年度までは，次のとおりとする。  

学部 
収容定員 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

経済学部 １，４２０ １，４２０ １，３９０ 



理学部 ７９２ ８１０ ８２５ 

工学部 １，５５４ １，５８４ １，５９９ 

 

５ 医学部医学科の入学定員及び収容定員は，改正後の第６条別表第１の規定にかかわらず，令

和６年度から令和11年度までは，次のとおりとする。 

年 度 学部・学科 入学定員 
第２年次 

編入学定員 

第３年次 

編入学定員 
収容定員 

令和６年度 医学部・医学科 １０５ ５ － ６５５ 

令和７年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６４５ 

令和８年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６３５ 

令和９年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６２５ 

令和10年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６１５ 

令和11年度 医学部・医学科 ９５ ５ － ６０５ 

 

６ 理学部理学科数学プログラム，理学部理学科数理情報プログラム及び工学部工学科知能情報

工学コースの収容定員は，改正後の第６条別表第１備考の規定にかかわらず，令和６年度から

令和８年度までは，次のとおりとする。 
 

学部等 プログラム又はコース 
収容定員 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理学部理学科 
数学プログラム ０ ２５ ５０ 

数理情報学プログラム ０ ３５ ７０ 

工学部工学科 知能情報工学コース ３６５ ３９０ ４０５ 

 

７ 令和６年３月31日に理学部数学科，理学部物理学科，理学部化学科，理学部生物学科及び理

学部自然環境科学科に在学する者及び令和５年度以前入学者と同一の年次に当該学科に転入

学，編入学及び再入学する者が所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，改正後の第80条

第２項別表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 



別表第１

第２年次 第３年次

編入学定員 編入学定員

人文学部 人文学科 188 7

計 188 7

共同教員養成課程 85

計 85

経済経営学科 335 10

計 335 10

理学科 208 4

計 208 4

医学科 95 5

看護学科 80 10

計 175 5 10

薬学科 70

創薬科学科 35

計 105

工学科 395 17

計 395 17

芸術文化学科 110

計 110

地球システム科学科 40

都市・交通デザイン学科 54 1

材料デザイン工学科 65 2

計 159 3

1,760 5 51

備考　理学部理学科及び工学部工学科の収容定員（第３年次編入学生の収容定員を除く。）におい
  て，理学部理学科に置くプログラムのうち，数学プログラムの収容定員は75人，数理情報学プロ
  グラムの収容定員は105人，工学部工学科に置くコースのうち，知能情報工学コースの収容定員
  は420人とする。

合計 7,497

芸術文化学部
440

440

都市デザイン学部

160

218

264

642

薬学部

420

140

560

工学部
1,614

1,614

理学部
840

840

医学部

595

340

935

教育学部
340

340

経済学部
1,360

1,360

766

学　　部 学科・課程 入学定員 収容定員

766



 
 

別表第２    

     

 学部名 学科等名 免許状の種類 
免許教科又は特 

別支援教育領域 

 人文学部 人文学科 中学校教諭一種免許状 国語 

    社会 

    英語 

   高等学校教諭一種免許状 国語 

    地理歴史 

    公民 

     英語 

 教育学部 共同教員養成課程 幼稚園教諭一種免許状  

   小学校教諭一種免許状  

   中学校教諭一種免許状 国語 

    社会 

    数学 

    理科 

    音楽 

    美術 

    保健体育 

    家庭 

    英語 

   高等学校教諭一種免許状 国語 

    地理歴史 

    公民 

    数学 

    理科 

    音楽 

    美術 

    保健体育 

    家庭 

    英語 

 

 

 特別支援学校教諭一種免許状 

聴覚障害者， 

知的障害者，肢体 

不自由者，病弱者 



 
 

 理学部 理学科 中学校教諭一種免許状 数学 

    理科 

   高等学校教諭一種免許状 数学 

    理科 

    情報 

 工学部 工学科 高等学校教諭一種免許状 工業 

 都市デザイン学部 地球システム科学科 中学校教諭一種免許状 理科 

   高等学校教諭一種免許状 理科 

  都市・交通デザイン学科 高等学校教諭一種免許状 工業 

  材料デザイン工学科 高等学校教諭一種免許状 工業 

 


